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営業許可の取消し

食品衛生法では、厚生労働大臣は公衆衛生の見地から食品、添加物、器具及び容器包装について成分規格及
び製造基準等を定めることができることとされ、この規定に基づいて「食品、添加物等の規格基準」が定め
られています。また、腐敗等の食品等の販売禁止（食品衛生法第6条）、病肉等の販売禁止（食品衛生法第10
条）等の規定が設けられており、不衛生な食品や規格基準に適合しない食品等が市場に流通した場合、健康
被害（食中毒）が発生している場合、施設基準に適合しない場合には、市長は営業者に対して営業許可の取
消しを命じることができます。

食品衛生法第60条第1項、第61条
食品衛生法に基づく行政処分等取扱要領（健康局健康推進部生活衛生課、大阪市保健所食品衛生監視課、大
阪市保健所生活衛生監視事務所窓口に設置）

健康局健康推進部生活衛生課
(       06－6208－9991           )

同上

人体に危害を与えなかった違反については、内容が軽微であって危害発生のおそれのない場合と内容が悪質
若しくは危害発生のおそれのある場合とに分け、また、人体に危害を与えた違反については、危害の拡大の
おそれのない場合と内容が悪質若しくは危害の拡大のおそれのある場合とに分け、処分内容を決定してお
り、詳細は別表第2の「行政処分取扱基準」のとおりです。


